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Ⅲ ＧＩＳ操作の概要 

 

GIS 操作について、大まかなイメージを持つことは、GIS を用いた境界推測図作成手法

の円滑な理解に役立ちます。そこで本章では、境界推測図の作成にあたり使用する GIS 操

作の概略（どのような操作を、何のためにするのか）を説明します（図Ⅲ-1）。 

Ⅲ-1 では、GIS の基本操作について、Ⅲ-2 では境界推測図の作成に 低限必要な GIS

操作について、Ⅲ-3 では習得すると境界推測図の作成に役立つ GIS 操作について説明し

ます。具体的な操作手順は、森林経営管理制度市町村マニュアルⅡ操作編（ArcGIS 版、

QGIS 版）（以下、操作編）にて解説してあります。操作編と本章の節の構成は対応してい

ますので、参考にしてください。 

 

 

図Ⅲ-1 本章の構成と森林経営管理制度市町村マニュアルⅡ操作編の位置づけ 

 



Ⅲ GIS 操作の概要 

６０ 森林経営管理制度市町村業務マニュアルⅡ 

 

Ⅲ 

G
I
S

操
作
の
概
要

Ⅲ-１ ＧＩＳの基本操作 
 

GIS の基本操作の概要を、図Ⅲ-2 に示します。操作項目の内容について特に触れません

ので、操作編を参考にしてください。 

 

 

図Ⅲ-2 境界推測図の作成に必要な基本的な GIS 操作の概要 
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Ⅲ-２ 境界推測図の作成に最低限必要なＧＩＳ操作の概要 
 

境界推測図の作成に 低限必要な GIS 操作の概要を、図Ⅲ-3、4 に示します。このⅢ-

2 では、操作項目ごとにその概要を説明します。 

 

 

図Ⅲ-3 境界推測図の作成に 低限必要な GIS 操作の概要① 
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図Ⅲ-4 境界推測図の作成に 低限必要な GIS 操作の概要② 
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Ⅲ-２-１ ＧＩＳへの情報の読み込み（レイヤの追加） 

 GIS への情報を読み込む もシンプルな方法は、普段使用しているファイル管理アプリ

（Windows Explorer など）から GIS の画面へドラッグアンドドロップする方法です（図

Ⅲ-5）。 

 

 

図Ⅲ-5 GIS への情報を読み込む操作のイメージ 
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Ⅲ-２-２ 情報の表現の設定（スタイルの設定） 

 GIS 上で表示した境界情報や境界推測図を、境界推測図の作成時や所有者に説明すると

きに見やすい状態にするためには、地理情報の表現（スタイル）を GIS で設定する必要が

あります。スタイルの設定項目は様々ありますが、境界推測図を作成するときは、図Ⅲ-6

の 4 点を設定できれば十分です。 

スタイルをどのように設定するかは、作成者の意図、見やすさによります。この操作は、

基本的に境界情報の読み込みと一緒に行います。 

 

 

図Ⅲ-6 境界推測図の作成にあたり主に変更するスタイルの設定項目とその例 

 



Ⅲ GIS 操作の概要 

森林経営管理制度市町村業務マニュアルⅡ ６５ 

 

G
I
S

操
作
の
概
要

Ⅲ 

Ⅲ-２-３ 情報の重ね合わせ（レイヤの重ね合わせ） 

GIS の主な機能の 1 つとして、位置情報を基に複数の地理情報を一枚の地図のように重

ね合わせて表示させる機能があります（図Ⅲ-7）。 

この機能を利用することで、境界推測作業で、CS 立体図や空中写真を背景に、林地台

帳地図、公図、施業番号を表示させることができます。また、それらの表示・非表示を容

易に切り替えることができます。この機能は、境界情報と背景情報（地形と地表）の位置

的な重なりの検討に使用します。 

 

 

図Ⅲ-7 GIS での情報の重ね合わせの例 
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Ⅲ-２-４ 属性情報の表示（ラベリング） 

GIS では、地図上にベクタレイヤの属性情報を表示させること（ラベリング）が可能で

す。図Ⅲ-8 は、施業番号の地番を表示した例です。 

この操作を行うと、隣接する所有者を図面で確認することができ、説明会や現地立会で

活用できます。その他にも集積対象森林の特定や境界情報の位置のずれの傾向の把握など、

様々な場面で活用できます。 

 

 

図Ⅲ-8 ラベリング  
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Ⅲ-２-５ 図形の編集 

GIS では、ベクタレイヤの地物（図形）の形状を編集することが可能です。この機能は

境界を推測後、境界区画を編集する際に使用します。GIS で境界区画を編集する方法には、

下記の 3 パターンがあります。状況に応じて も効率的な編集パターンを選択します（図

Ⅲ-9）。 

 

 

 

 

図Ⅲ-9 GIS での図形の編集パターン 
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Ⅲ-２-６ 情報の保存 

情報の保存形態は、大きく 4 パターンあり、目的に応じて使い分けます（図Ⅲ-10）。 

 

 

図Ⅲ-10 GIS での情報の保存パターン 
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Ⅲ-２-７ 図形の選択（地物の選択） 

地物を選択することで、選択した地物に対してのみ処理（保存や、属性情報の編集など）

を行うことができます。地物の選択方法は、地図上で選択する方法（図Ⅲ-11）と属性テ

ーブルで選択する方法（図Ⅲ-12）の 2 パターンです。 

この操作は、境界推測対象森林の決定や、境界推測図への推測根拠の入力などに用いま

す。 

 

 

図Ⅲ-11  地物の選択（地図上で選択する方法）のイメージ  
 

 

図Ⅲ-12  地物の選択（属性テーブルで選択する方法）のイメージ  
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Ⅲ-３ 境界推測図作成にあたり習得すると役に立つＧＩＳ操作の

概要 
 

図Ⅲ-13、14 は、境界推測図作成で習得すると役に立つ GIS 操作の概要です。このⅢ

-3 では、項目ごとに操作概要を説明します。 

 

図Ⅲ-13 推測図作成にあたり習得すると役に立つ GIS 操作の概要① 
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図Ⅲ-14  境界推測図作成にあたり習得すると役に立つ GIS 操作の概要② 
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Ⅲ-３-１ 属性情報に応じた表現の設定（スタイルの分類） 

ベクタレイヤは、属性情報に応じて表現の設定を分けること（スタイルの分類）ができ

ます（図Ⅲ-15）。 

推測根拠に応じて境界推測図のスタイルを分類することで、境界推測結果の説明がしや

すくなります。 

 

 

図Ⅲ-15 属性に応じたスタイルの設定（スタイルの分類）のイメージ 
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Ⅲ-３-２ 属性情報の編集（属性テーブルの編集） 

ベクタレイヤの属性情報は、属性テーブルで編集可能であり、その操作は Excel で表を

編集するときと近い操作感覚で行えます。属性テーブルの編集とは、新規に列（フィール

ド）を作成（追加）することや、フィールドの値を編集（入力、更新、削除）することで

す。編集作業は、基本的には次の 2 段階で行えます（図Ⅲ-16）。 

① 地図上で値を更新したい地物を選択する 

② 属性テーブルで値を入力する 

この操作は、作成した境界推測図の各区画に所有者情報（所有者氏名や地番）や推測根

拠を入力する際に使用します。 

 

 

図Ⅲ-16 属性テーブルでの属性情報の編集のイメージ 
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Ⅲ-３-３ ポリゴンデータの変換 

推測根拠を境界推測図上で表示するには、境界推測図に属性情報として推測根拠を入力

する必要があります。しかし、属性情報の入力単位は、ベクタレイヤの図形タイプにより

以下のように異なります（図Ⅲ-17）。 

 ポリゴンデータ（図Ⅲ-17 上段の図）：面（境界区画）単位 

 ラインデータ（図Ⅲ-17 中段の図）：面を囲う線単位 

 線分データ（図Ⅲ-17 下段の図）：面を囲う線分（2 つの頂点に挟まれた線）単位 

※ 本マニュアルでは、ラインデータのうち、中間に頂点を持たない線分の集合からなるものを「線分データ」と称します 

境界推測根拠は、一つの境界区画においても各辺により異なる場合があります。そのた

め、推測根拠を入力するレイヤは、線分データであることが望まれます。収集した境界情

報と、これをもとに作成される境界推測図はポリゴンデータです。そこで境界推測図に推

測根拠を入力する場合は、ポリゴンデータをラインデータに変換し、ラインデータを線分

データに変換する作業が必要になります。 

 

図Ⅲ-17 各図形タイプにおける地物と属性情報の関係  
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Ⅲ-３-４ 等距離範囲の発生（バッファの発生） 

GIS では、ポリゴン、ライン、ポイントのベクタデータから特定の距離の範囲（バッフ

ァ）を発生させることができます（図Ⅲ-18）。バッファは、境界情報と背景情報の一致を

判断する際の目安として使用します。 

バッファ以外にも、GIS 上で距離を計測する方法がありますので、操作編 3-4 のコラム

で紹介します。 

 

図Ⅲ-18 地物の移動のイメージ  
 
Ⅲ-３-５ 地物の移動と回転 

GIS では、選択した地物の任意の方向への移動や回転が可能です（図Ⅲ-19）。 

この操作は、収集した境界情報に位置のずれが確認できる場合に、その位置を修正する

際に使用します。移動させた地物は、編集内容を保存しなければ簡単に戻せます。 

 

図Ⅲ-19 地物の移動のイメージ  
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Ⅲ-３-６ 図形の融合（ディゾルブ） 

林地台帳地図や施業番号は、所有者が同じでも境界が分けられている（別々の地物（ポ

リゴン）としてデータに登録されている）場合があります。 

図Ⅲ-20 の左図は、林地台帳地図のポリゴンデータを表示したもので、図形の外郭（図

中の黄色の線）が境界線を表しています。緑色の領域は所有者が同一で、互いに隣接する

区画ですが、境界（領域内の黄色の線）がデータに含まれています。 

図Ⅲ-20 の右図のように、所有者が同一でかつ隣接する区画を 1 つのポリゴンとして編

集し直すことで、区画の所有境がわかりやすくなり、境界推測作業が行いやすくなります。 

 

 

図Ⅲ-20 所有者が同一で互いに隣接する区画間の境界の修正前後の状況 
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Ⅲ-３-７ 属性の結合 

森林簿には、所有者の情報のほかに森林資源データが入力されており、施業番号と結合

させて境界推測の情報として有効に利用することができます（図Ⅲ-21）。 

施業番号は、複数の森林簿を持っている場合があります。結合は一対一で行われますの

で、複数の情報を結合するときは、データの編集が必要になります（操作編 3-7 を参照）。 

 

図Ⅲ-21 シェープファイルの属性テーブルと CSV ファイルの結合のイメージ 
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Ⅲ-３-８ 画像への位置情報の追加（ジオリファレンス） 

位置情報が含まれていない画像（例 公図、古い空中写真）を GIS 上で他の情報と重ね

合わせるには、画像に位置情報を追加する作業（ジオリファレンス）が必要です。画像上

と地図上で同じ位置を指定する（コントロールポイントを設定する）ことで（図Ⅲ-22）、

画像が任意の地点に移動、回転、拡大縮小する処理（画像への位置情報の追加）が行われ、

画像を地図に整合させることができます（図Ⅲ-23）。 

 

 

図Ⅲ-22  コントロールポイントの設定作業のイメージ 

 

 

図Ⅲ-23 ジオリファレンスのイメージ 
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